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フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
和
解
（
二
・
完
）

島

岡

ま

な

一

は
じ
め
に

二

刑
事
和
解
と
は
何
か

（
一
）

様
々
な
紛
争
解
決
手
続
に
お
け
る
刑
事
和
解

１

紛
争
解
決
手
続

２

起
訴
代
替
手
続

（
二
）

刑
事
和
解
の
定
義
と
目
的

１

刑
事
和
解
の
定
義

２

刑
事
和
解
の
目
的

３

未
成
年
者
に
対
す
る
刑
事
和
解

三

法
的
根
拠

（
一
）

一
九
九
二
年
一
〇
月
二
日
の
通
達
お
よ
び
一
一
月
四
日
の
デ
ク
レ

（
二
）

一
九
九
三
年
一
月
四
日
の
刑
事
訴
訟
法
改
正

（
三
）

一
九
九
六
年
四
月
一
〇
日
の
デ
ク
レ

（
四
）

一
九
九
九
年
六
月
二
三
日
の
刑
事
訴
訟
法
改
正
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（
二
）

リ
ヨ
ン
で
の
現
地
調
査

パ
リ
の
次
に
、
筆
者
が
調
査
対
象
と
し
て
選
ん
だ
都
市
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
二
の
都
市
リ
ヨ
ン
で
あ
っ
た
。
調
査
時
期
は
、
二
〇
〇
三

（
五
）

二
〇
〇
一
年
以
降
の
デ
ク
レ
お
よ
び
通
達

四

運
用
状
況

（
一
）

パ
リ
で
の
現
地
調
査

１

ボ
ビ
ニ
ー
大
審
裁
判
所

２

ボ
ビ
ニ
ー
被
害
者
支
援
組
織

３

ナ
ン
テ
ー
ル
大
審
裁
判
所
（
以
上
、
阪
大
法
学
五
四
巻
一
号
）

（
二
）

リ
ヨ
ン
で
の
現
地
調
査

１

リ
ヨ
ン
第
二
大
学

２

リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所

３

リ
ヨ
ン
司
法
の
家

４

リ
ヨ
ン
法
の
店

（
三
）

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
の
現
地
調
査

１

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
司
法
の
家

２

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
被
害
者
支
援
組
織

（
四
）

ボ
ル
ド
ー
で
の
現
地
調
査

１

ボ
ル
ド
ー
大
審
裁
判
所

２

ボ
ル
ド
ー
司
法
監
視
お
よ
び
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー

３

ボ
ル
ド
ー
和
解
セ
ン
タ
ー

五

お
わ
り
に
（
以
上
本
号
）

論 説
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年
三
月
で
、
リ
ヨ
ン
第
二
大
学
人
間
科
学
研
究
所(In

stitu
t

des
S

cien
ces

de
l’H

om
m

e=IS
H

)

の
ジ
ャ
ン
�
ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ナ

フ
ェ
シ
ュ
ミ
ッ
ト(B

O
N

A
F

É
S

H
E

M
IT

T
)

教（
１
）

授
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
及
び
資
料
収
集
、
リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所
の
リ
シ
ョ
ー

(R
IC

H
A

U
D

)

検
事
正
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
及
び
資
料
収
集
、
リ
ヨ
ン
司
法
の（
２
）

家(M
aison

de
Ju

stice
et

du
D

roit)

（
二
箇
所
）

で
の
刑
事
和
解
見
学
、
リ
ヨ
ン
法
の
店(B

otiqu
e

de
D

roit)

で
の
社
会
和
解(m

édiation
social （

３
）

e)

の
見
学
を
行
っ
た
。

１

リ
ヨ
ン
第
二
大
学

リ
ヨ
ン
で
の
調
査
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
和
解(m
édiation

)

創
設
者
の
一
人
で
和
解
研
究
の
第
一
人
者
で
も
あ
る
ボ
ナ
フ
ェ
シ

ュ
ミ
ッ
ト
教（
４
）

授
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
始
ま
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
三
月
初
旬
、
教
授
の
研
究
室
を
指
定
さ
れ
た
日
の
朝
一
〇
時
に
訪
問

し
、
パ
リ
の
研
究
所
や
裁
判
所
に
お
け
る
二
回
の
調
査
や
研
修
の
過
程
で
生
じ
た
疑
問
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

既
に
述
べ
た
よ
う（
５
）

に
、
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
和
解
は
、
検
事
正
に
任
命
さ
れ
た
自
然
人
と
法
人
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
法
人
（
協

会
）
の
側
の
事
情
や
立
場
を
良
く
知
る
ボ
ナ
フ
ェ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
に
、
ま
ず
、
裁
判
所
と
協
会
に
お
け
る
刑
事
和
解
の
実
施
比
率
・

協
力
体
制
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
な
返
答
を
得
た
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
和
解
が
フ
ラ
ン
ス
各
地
で
自
発
的
に
行
わ

れ
て
い
た
当
初
（
一
九
八
〇
年
代
後
半
）、
大
審
裁
判
所
の
検
事
局
か
ら
刑
事
和
解
に
適
し
た
事
件
が
、（
被
害
者
支
援
）
協
会
に
リ
ヨ

ン
周
辺
で
年
間
約
六
〇
件
送
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
九
二
年
一
〇
月
二
日
の
通
達
及
び
一
一
月
四
日
の
デ
ク（
６
）

レ
の
前
年
（
一
九

九
一
年
）
に
、
裁
判
所
付
属
機
関
と
し
て
「
司
法
の
家
」(M

aison
de

Ju
stice)

が
創
設
さ
れ
た
後
、
検
事
局
は
事
件
を
協
会
に
送

ら
な
く
な
り
、
協
会
は
刑
事
和
解
以
外
の
司
法
外
和
解
（
社
会
和
解
、
都
市
和
解
、
地
区
和
解
、
共
同
体
和
解
、
市
民
和
解
、
異
文
化

間
社
会
和
解
、
近
隣
和
解（
７
）

等
）
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
当
時
リ
ヨ
ン
周
辺
に
は
九
〇
人
の
和
解
人
が
存
在
し
、

被
害
者
が
告
訴
状
を
提
出
す
る
前
の
事
件
を
扱
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
Ｈ
Ｌ（
８
）

Ｍ
の
事
務
所
が
、
団
地
内
で
近
隣
者
同
士

の
争
い
が
起
こ
っ
た
場
合
協
会
へ
の
相
談
を
勧
め
る
よ
う
な
提
携
関
係
が
築
か
れ
て
い
る
と
言
う
。
ま
た
、
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る

フランスの刑事和解（二・完）
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（
９
）

が
、
和
解
に
関
係
す
る
代
表
的
な
二
つ
の
機
関
（
フ
ラ
ン
ス
全
国
の
被
害
者
支
援
協
会
を
統
括
す
る
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｅ
Ｍ(in

stitu
t

n
ation

al
d’aide

au
x

victim
es

et
de

m
édiation

�
被
害
者
支
援
及
び
和
解
全
国
組
織)

と
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｊ(C

om
ité

de
L

iaison

des
association

s
socio-édu

catives
de

C
on

trôle
ju

diciaire

�
司
法
監
視
社
会
教
育
協
会
連
絡
委
員
会)

系
の
機
関
「
市
民
と

司
法
」（
社
会
司
法
協
会
連
盟
）(C

itoyen
s

et
Ju

stice

〈F
édération

des
association

s
socio-ju

diciaires

〉)

の
存
在
に
つ
い

て
も
、
説
明
を
受
け
た
。
次
に
、
和
解
人
の
研（
１０
）

修
に
つ
い
て
質
問
し
た
が
、
各
協
会
は
研
修
を
非
常
に
重
要
視
し
て
お
り
、
最
低
九
〇

時
間
の
研
修
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
返
答
で
あ
っ
た
。
特
に
、
当
事
者
双
方
の
相
互
理
解
を
深
め
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
と
り
方
に
重
点
が
置
か
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
教
授
が
現
在
最
も
重
要
だ
と
考
え
る
刑
事
和
解
ま
た
は
和
解

一
般
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
和
解
人
の
地
位
向
上
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

協
会
で
各
種
和
解
に
従
事
す
る
和
解
人
は
原
則
と
し
て
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
多
く
は
地
域
住
民
の
中
か
ら
公
募
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、

上
記
の
研
修
を
受
け
た
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
カ
ナ
ダ
で
は
、
全
和
解
人
の
一
割
が
専
従
職
員
と
し
て
給
与
を
得
て
い
る
の
で
、

フ
ラ
ン
ス
で
も
そ
の
よ
う
な
専
従
者
の
増
加
を
政
府
や
自
治
体
に
訴
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
和
解
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
教
授
が
全
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
強
調
し
た
点
は
、「
和
解
」
の
厳

密
な
定
義
は
、「
双
方
当
事
者
の
相
互
理
解
と
妥
協
点
の
探
求
と
い
う
唯
一
の
目
的
の
た
め
に
、
権�

力�

と�

の�

あ�

ら�

ゆ�

る�

関�

係�

を�

断�

ち�

切�

り�

（
傍
点
筆
者
）、
中
立
の
第
三
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
対
話
」
で
あ
り
、
本
来
は
司
法
当
局
以
外
の
協
会
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ヴ
に
よ
り

裁
判
所
外
で
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
司
法
当
局
が
徐
々
に
関
与
を
強
め
た
結
果
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス

で
行
わ
れ
て
い
る
各
種
和
解
は
理
想
か
ら
遠
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
パ
リ
に
お
け
る
二
回
の
調
査
（
二
〇

〇
二
年
九
月
及
び
二
〇
〇
三
年
二
月
）
は
裁
判
所
に
お
け
る
見
学
が
中
心
で
、
こ
の
よ
う
な
意
見
は
聞
く
機
会
が
な
か
っ
た
た
め
、
司

法
当
局
に
協
力
す
る
法
律
家
又
は
退
職
警
察
官
と
、
地
方
の
研
究
者
や
各
種
協
会(association

)

関
係
者
間
の
「
刑
事
和
解
」
を
め

論 説
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ぐ
る
見
解
の
相
違
、
確
執
が
理
解
で
き
、
大
変
興
味
深
か
っ
た
。

和
解
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
な
ら
ず
北
米
に
も
出
張
す
る
多
忙
な
ボ
ナ
フ
ェ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
で
あ
る
が
、
研

究
所
の
中
を
案
内
し
、
和
解
に
関
す
る
著（
１１
）

書
を
下
さ
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
後
研
究
所
近
く
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
昼
食
ま
で
ご
馳
走
し
て

下
さ
る
な
ど
、
非
常
に
気
さ
く
で
親
切
な
方
で
あ
っ
た
。

２

リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所

リ
ヨ
ン
で
の
第
二
の
調
査
は
、
パ
リ
の
調
査
と
同
様
、
裁
判
所
を
訪
問
し
、
検
事
局
の
ス
タ
ッ
フ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
、
実
際
の

刑
事
和
解
及
び
刑
事
示
談
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
だ
っ
た
。
最
初
に
、
リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所
の
リ
シ
ョ
ー(R

IC
H

A
U

D
)

検

事
正
へ
面
会
を
申
し
込
み
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
リ
シ
ョ
ー
氏
の
リ
ヨ
ン
以
前
の
赴
任
先
は
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
、
グ
ル
ノ
ー
ブ

ル
司
法
の
家
の
設
立
及
び
そ
こ
で
の
刑
事
和
解
実
施
開
始
に
尽
力
し
た
と
の
説
明
を
受
け
た
。
ま
た
、
上
記
ボ
ナ
フ
ェ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教

授
と
の
面
会
に
話
が
及
ぶ
と
、「
非
常
に
変
わ
っ
た
人
物
だ
」
と
遠
ま
わ
し
な
が
ら
批
判
的
な
様
子
を
見
せ
、
両
者
の
対
立
を
窺
わ
せ

た
。
し
か
し
、
後
述
の
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
の
調
査
時
に
面
会
し
た
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
被
害
者
支
援
組
織
所
長
ダ
ニ
エ
ル
・
ジ
ュ
リ
オ
ン
氏

も
リ
シ
ョ
ー
氏
を
批
判
し
て
い
た
の
で
、
エ
リ
ー
ト
検
事
ら
し
い
リ
シ
ョ
ー
氏
の
強
引
な
手
法
に
は
、
協
会
関
係
者
の
不
満
も
強
い
こ

と
が
想
像
さ
れ
た
。
裁
判
所
側
の
人
間
で
あ
る
リ
シ
ョ
ー
氏
の
主
張
は
、
司
法
外
和
解
（
社
会
和
解
、
都
市
和
解
、
地
区
和
解
、
共
同

体
和
解
、
市
民
和
解
、
異
文
化
間
社
会
和
解
、
近
隣
和
解
等
）
は
と
も
か
く
、
犯
罪
が
関
わ
る
刑
事
和
解
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
よ

り
深
く
関
与
し
て
、
全
国
的
な
統
一
基
準
で
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
日
本
人
の
刑
事
法
に

対
す
る
考
え
方
に
、
よ
り
馴
染
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

３

リ
ヨ
ン
司
法
の
家

リ
ヨ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
二
の
都
市
で
人
口
も
多
い
た
め
、
司
法
の
家(M

aison
de

Ju
stice

et
du

D
roit)

も
数
箇
所
に
分
か

フランスの刑事和解（二・完）
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れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
イ
ン
と
な

る
リ
ヨ
ン
司
法
の
家(L

yon
-S

u
d=

南

リ
ヨ
ン)

、
ヴ
ェ
ニ
ス
ュ
ー(V

en
is-

sieu
x)

司
法
の
家
、
ブ
ロ
ン(B

ron
)

司
法
の
家
、
ヴ
ォ
ル
ク
サ
ン
ヴ
ェ
ラ
ン

(V
au

lx
en

V
elin

)

司
法
の
家
の
ほ
か
、

北
リ
ヨ
ン
支
所(A

n
ten

n
e

de
Ju

s-

tice
et

du
D

roit
de

L
yon

-N
ord

)

、

リ
リ
ュ
ー
ラ
パ
ッ
プ(R

ilieu
x

L
a

P
ape)

支
所
、
メ
イ
ズ
ュ
ー(M

eyz-

ieu
)

支
所
等
が
あ
る
。
各
機
関
で
発

行
し
て
い
る
統
計
資
料
か
ら
、
処
理
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
処
理
件
数
等
を
紹
介
す
る
。

ま
ず
、「
リ
ヨ
ン
司
法
の
家
」
二
〇

〇
一
年
度
活
動
報（
１２
）

告
よ
り
、
処
理
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
表
１
に
掲
げ
、
法
的
義
務
の

遵
守
要
求(L

e
rappel

des
obliga-

tion
de

la
loi,

R
appel

à
la

loi)

お

表１ 「リヨン司法の家」における処理プログラム（２００３年
（１５）
）

表２ 「リヨン司法の家」における法的義務の遵守要求および

条件付不起訴（１９９８年～２００１年
（１６）
）

午 後

刑事示談＋被害者支援

起訴代替手続（成人）

刑事和解

起訴代替手続（成人）＋被害者支援

起訴代替手続（労働法、消費者法）

午 前

保護観察

起訴代替手続（少年）

刑事和解

弁護士法律相談

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

２００１年

１，００４

２，２９７

１，４４１

６２２

３１６

６６

３４１

４８８

２２

１２５

１８

１０

２０００年

９６１

１，９９２

１，３８５

５７１

３１３

７７

３２３

４０３

２０

１４８

５１

１６

１９９９年

９７７

２，１０８

１，５１２

５３１

３５４

９４

３２８

４１２

２７

１３３

６２

２１

１９９８年

８６３

１，７９０

１，５２０

４６２

３００

１０１

２４９

３７９

４３

１３４

３７

２１

事 件 数

召 喚 人 数

出 頭 人 数

不 起 訴

処 分

検事局逆送

財 産 犯 罪

人 身 犯 罪

交 通 犯 罪

家庭内犯罪

労働法違反

そ の 他

論 説
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よ
び
条
件
付
不
起
訴
（L

es
classem

en
ts

sou
s

con
dition

（
１３
）

)

件
数
を
表
２
に
掲
げ
る
。

こ
の
分
野
で
の
二
〇
〇
一
年
の
被
害
者
出
席
率
は
五
〇
％
、
加
害
者
出
頭
率
は
七
六
、
三

％
で
あ
る
。
ま
た
、
刑
事
和
解
件
数
を
表
３
に
掲
げ
る
。
こ
の
刑
事
和
解
の
結
果
、
不
起

訴
と
な
っ
た
事
件
は
一
五
二
件
、
起
訴
が
六
件
、
未
処
理
事
件
は
二
件
で
あ（
１４
）

る
。
内
容
は
、

双
方
当
事
者
の
和
解
が
八
七
件
（
五
四
％
）、
和
解
不
成
立
が
三
〇
件
（
一
九
％
）、
和
解

の
前
提
条
件
な
し
が
四
三
件
（
二
七
％
）
で
あ
っ
た
。
次
に
、
刑
事
示
談
件
数
を
表
４
に
、

少
年
賠
償
手
続
を
表
５
に
掲
げ
る
。
少
年
賠
償
手
続
に
お
け
る
二
〇
〇
一
年
の
被
害
者
出

席
率
は
三
三
％
、
加
害
者
出
頭
率
は
九
二
、
八
％
で
あ
っ
た
。

表３ 「リヨン司法の家」における刑事和解（２０００～２００１年
（１７）
）

表４ 「リヨン司法の家」における刑

事示談（２００１～２００２年
（１８）
）

処理方法

面 接

２０８

電 話書 面

１８１

処理期間

３ヶ月
以上

３４

１～３
ヶ月

２４

１ヶ月
以下

１０２

事件発生場所

職 場

２

２

４
（４％）

近 隣

１２

３

２

１７
（１０％）

家 庭

８８

１１

１２

２５

３

１３９
（８６％）

犯 罪 類 型

暴 行

損 壊

脅 迫

保護責任者遺棄

家庭内暴力

合 計

５２

４６

６

６０

３８

５

１９

１２

３２

６

１

０

２２

７７

２６

２２

３

１

総処理件数

軽 罪

違 警 罪

召 喚 人 数

出 頭 人 数

私費弁護士付き添い

公費（常設）弁護士付き添い

弁護士なし

刑事示談受諾

刑事示談拒否

１０日間の考慮期間要求

１０日経過後の刑事示談受諾

被疑者不出頭

被害者召喚人数

被害者出席

私費弁護士付き添い

公費（常設）弁護士付き添い

弁護士なし

フランスの刑事和解（二・完）
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筆
者
は
、
こ
の
「
リ
ヨ
ン
司
法
の
家
」
に
お
い
て
、
刑
事
和
解
お
よ
び
刑
事
示
談

を
見
学
し
た
の
で
、
い
く
つ
か
の
事
件
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
訪
問
当
日
の
刑
事
和

解
お
よ
び
刑
事
示
談
を
担
当
し
た
検
事
代
理
人(délégu

és
du

procu
reu

r)

は
、

退
職
警
察
官
の
ボ
ナ
フ(B

O
N

N
A

F
F

O
U

X
)

氏
で
あ
っ
た
。
最
初
の
事
件
は
、
二

人
の
二
〇
代
の
若
者
が
企
業
の
建
物
に
ス
プ
レ
ー
で
落
書
き
を
し
、
建
造
物
損
壊
罪

に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
加
害（
２０
）

者
で
あ
る
二
人
の
若
者
と
被
害
者
代
理
で
あ
る

企
業
側
の
弁
護
士
が
出
席
し
、
双
方
が
意
見
を
述
べ
た
。
被
害
者
側
弁
護
士
は
、
建

物
表
面
の
落
書
き
を
消
す
た
め
の
費
用
見
積
も
り
（
日
本
円
で
約
二
〇
万
円
）
を
提

出
し
た
。
若
者
は
そ
の
額
の
多
さ
に
驚
き
、
酒
に
酔
っ
て
悪
ふ
ざ
け
で
や
っ
た
こ
と

と
反
省
の
色
を
見
せ
、
分
割
払
い
で
の
賠
償
に
応
じ
た
。
ボ
ナ
フ
氏
が
和
解
事
項
を

書
類
に
記
入
し
、
ボ
ナ
フ
氏
、
加
害
者
、
被
害
者
の
全
員
が
署
名
し
、
書
類
は
検
察

官
送
付
手
続
に
回
さ
れ
た
。
次
の
事
件
は
、
二
〇
代
の
女
性
に
よ
る
万
引
き
事
件
で
、

被
害
者
側
は
欠
席
、
加
害
者
の
女
性
は
弁
護
士
と
共
に
出
席
し
た
。
女
性
の
弁
護
士

は
、
女
性
が
看
護
士
の
資
格
を
持
っ
た
真
面
目
な
人
物
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
現
在

は
失
業
中
で
、
失
恋
の
痛
手
も
あ
っ
て
精
神
的
不
安
定
状
態
に
陥
り
、
出
来
心
で
香

水
一
個
の
万
引
き
を
行
っ
た
も
の
で
、
被
害
は
弁
償
す
る
の
で
起
訴
は
し
な
い
で
欲

し
い
と
要
請
し
た
。
被
害
者
側
か
ら
、
被
害
の
弁
償
の
み
で
告
訴
を
取
り
下
げ
る
と

の
書
面
が
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
和
解
は
す
ぐ
に
成
立
し
た
。

表５ 「リヨン司法の家」における少年賠償手続（１９９８～２００１年
（１９）
）

２００１年

１２６

２８８

１９５

３２

８２

１２

８３

４１

２

２０００年

１５６

３７３

２５２

６６

７０

２０

１０３

４７

６

１９９９年

１５５

４１１

２８３

６３

６２

３０

８８

６４

３

１９９８年

１２１

２５９

２１０

４５

５１

２５

７６

４３

２

事 件 数

召 喚 人 数

出 頭 人 数

不 起 訴

処 分

検事局逆送

財 産 犯 罪

人 身 犯 罪

交 通 犯 罪

論 説
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翌
日
は
、「
ブ
ロ
ン
司

法
の
家
」
に
お
い
て
、
前

日
と
同
じ
ボ
ナ
フ
氏
の
行

う
少
年
賠
償
を
見
学
し
た
。

最
初
に
、「
ブ
ロ
ン
司
法

の
家
」
二
〇
〇
一
年
度
活

動
報（
２１
）

告
よ
り
、
起
訴
代
替

手
続
件
数
を
表
６
に
掲
げ

る
。
ま
た
、
刑
事
和
解

（
成
人
）
件
数
を
表
７
に

掲
げ
る
。
こ
の
刑
事
和
解

の
結
果
、
不
起
訴
と
な
っ

た
事
件
は
一
三
七
件
、
起

訴
が
三
件
で
あ（
２２
）

る
。
次
に
、

少
年
賠
償
手
続
を
表
８
に

掲
げ
る
。

こ
の
日
の
少
年
賠
償
手

続
事
件
は
、
一
件
は
薬
物

表６ 「ブロン司法の家」における

起訴代替手続件数（２００１年
（２３）
）

表８ 「ブロン司法の家」における

少年賠償手続（２００１年
（２５）
）

表７ 「ブロン司法の家」における刑事和解（成人）件数（２００１年
（２４）
）

２００１年

５８６

１，２５５

８８０（７０％）

４８２（８２．２％）

５４（９．２％）

２３（４％）

２７（４．６％）

１８４（３１％）

３１３（５３．５％）

３（０．５％）

８６（１５％）

事 件 数

召 喚 人 数

出 頭 人 数

不 起 訴

処 分

即 時 出 頭

未 処 理

財 産 犯 罪

人 身 犯 罪

交 通 犯 罪

家 庭 内 犯 罪

犯 罪 類 型 事件発生場所 処理期間 処理方法

家 庭 近 隣 職 場
１ヶ月
以下

１ヶ月～
３ヶ月

３ヶ月
以上

書 面 電 話 面 接

暴 行

損 壊

脅 迫

保護責任者遺棄

そ の 他

合 計

６９

１１

１１

１２

２

１０５

２８

４

９

―

１

４２

６

１

―

―

―

７

６５

１１

１０

２

２

９０

２２

２

６

８

１

３９

８

―

１

２

―

１１

１６

８

２

２

―

２８

９５

７

７

７

２

１１８

１２６

２０

１５

２２

２

１８５

２００１年

１１９

２５２

１９１（７０％）

３１（２６％）

８１（６８％）

２（２％）

６０（５０．５％）

４９（４１％）

１０（８．５％）

事 件 数

召 喚 人 数

出 頭 人 数

不 起 訴

処 分

未 処 理

財 産 犯 罪

人 身 犯 罪

交 通 犯 罪

フランスの刑事和解（二・完）

（阪大法学）５４（３―３９）６８３〔２００４．９〕



事
件
、
一
件
は
幼
児
に
対
す
る
強
制
わ
い
せ
つ
事
件
で
あ
っ
た
。
最
初
の
事
件
は
、
郊
外
の
ス
ラ
ム
地
域
に
住
む
小
学
生
の
兄
弟
（
兄

と
妹
）（
ア
ラ
ブ
系
ア
フ
リ
カ
人
）
が
、
密
売
人
か
ら
麻
薬
を
仕
入
れ
、
近
所
の
中
学
生
や
高
校
生
に
売
っ
て
い
た
と
い
う
事
件
で
、

目
前
の
兄
弟
の
あ
ま
り
の
幼
さ
に
少
な
か
ら
ず
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
父
親
が
付
き
添
っ
て
い
た
が
、
離
婚
し
て
母
親
は
お
ら
ず
、
父

子
家
庭
で
父
親
の
職
業
も
安
定
せ
ず
、
子
ど
も
た
ち
に
目
が
届
か
な
い
と
訴
え
た
。
こ
の
よ
う
な
刑
事
未
成
年
の
事
件
も
、
司
法
の
家

で
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
ボ
ナ
フ
氏
は
、
本
人
た
ち
に
は
薬
物
摂
取
行
為
が
な
い
こ
と
、
初
犯
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域

の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
援
助
を
受
け
る
よ
う
父
親
に
指
示
し
、
そ
の
場
で
電
話
を
か
け
て
面
接
日
を
決
め
て
い
た
。
当
事
者
が
部
屋
を
去

っ
た
後
、
ボ
ナ
フ
氏
は
私
に
向
か
っ
て
「
こ
こ
の
司
法
の
家
の
担
当
地
域
に
は
リ
ヨ
ン
郊
外
の
ス
ラ
ム
地
域
が
含
ま
れ
て
お
り
、
薬
物

犯
罪
を
始
め
、
治
安
の
悪
化
と
低
年
齢
化
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
下
さ
っ
た
。

次
の
事
件
は
、
近
隣
で
子
ど
も
た
ち
が
よ
く
行
き
来
を
し
て
い
る
家
庭
同
士
で
、
一
二
歳
の
少
年
が
、
近
所
の
家
の
六
歳
の
少
女
に

両
親
の
不
在
中
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
件
で
、
娘
の
様
子
が
お
か
し
い
の
で
問
い
た
だ
し
た
母
親
が
事
件
を
知
り
、

告
訴
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
少
年
の
母
親
も
付
き
添
っ
て
お
り
、
母
親
同
士
は
知
り
合
い
で
終
始
な
ご
や
か
な
雰
囲
気
で
少
年
賠

償
（
和
解
）
手
続
が
進
め
ら
れ
た
。
日
本
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
警
察
へ
の
告
訴
は
行
わ
れ
な
い
種
類
の
事
件
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
が
、
双

方
の
親
が
話
し
合
っ
た
結
果
、
う
や
む
や
に
す
る
の
は
少
年
の
将
来
の
た
め
に
よ
く
な
い
と
の
考
慮
か
ら
あ
え
て
告
訴
し
、
司
法
の
家

と
い
う
公
的
な
場
で
第
三
者
も
交
え
て
話
し
合
う
こ
と
を
選
択
し
た
よ
う
で
あ
り
、
何
事
も
明
確
に
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
国
民
性
や
家

庭
教
育
の
一
端
を
垣
間
見
た
気
が
し
た
。
二
人
の
母
親
や
ボ
ナ
フ
氏
が
、
口
々
に
「
性
的
関
係
は
両
者
の
合
意
に
基
づ
い
て
持
た
れ
る

べ
き
こ
と
、
一
方
的
な
性
的
自
由
の
侵
害
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
」
を
説
き
、
少
年
は
緊
張
し
た
面
持
ち
で
涙
な
が
ら
に
反
省
の

言
葉
を
口
に
し
て
お
り
、
教
育
効
果
は
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
結
局
、
少
年
が
二
度
と
そ
の
よ
う
な
行
為
を
繰
り
返
さ
な
い

こ
と
を
誓
い
、
被
害
者
が
告
訴
を
取
り
下
げ
る
こ
と
に
同
意
し
、
出
席
者
全
員
が
書
類
に
署
名
し
て
、
事
件
は
解
決
し
た
。

論 説
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４

リ
ヨ
ン
法
の
店

リ
ヨ
ン
で
の
調
査
の
最
終
日
に
訪
れ
た
の
は
、
リ
ヨ
ン
で
全
国
に
先
駆
け
て
開
始
さ
れ
、
特
に
盛
ん
で
あ
る
と
聞
い
て
い
た
「
法
の

店(B
otiqu

e
de

D
roit)

」
で
あ
っ
た
。
最
初
に
日
本
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
調
べ
、
リ
ヨ
ン
第
二
大
学
人
間
科
学
研
究
所
の
ボ

ナ
フ
ェ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
も
関
わ
っ
て
い
る
と
知
り
、
紹
介
を
頼
ん
で
訪
問
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
「
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｌ
Ｙ(A

ssociation

de
M

édiation
de

L
yon

)

」（
リ
ヨ
ン
和
解
協
会
）
を
訪
問
し
た
。
こ
こ
で
は
、
女
性
所
長
の
ウ
ィ
ッ
キ
ー(W

IC
K

Y
)

氏
に
挨
拶
し
、

具
体
的
に
は
、
法
学
部
を
卒
業
し
た
二
〇
代
と
思
わ
れ
る
女
性
二
人
（
サ
ビ
ン
ヌ
・
モ
レ
ル
さ
ん
と
ナ
タ
リ
ー
・
マ
ー
シ
ャ
ル
さ
ん
）

が
市
民
の
法
律
相
談
を
受
け
る
様
子
を
見
学
し
た
。
若
い
二
人
が
様
々
な
難
し
い
相
談
（
兄
弟
間
の
財
産
争
い
、
家
政
婦
の
解
雇
の
相

談
、
賃
貸
人
と
賃
借
人
間
の
ト
ラ
ブ
ル
等
）
に
親
身
に
な
っ
て
乗
り
、
て
き
ぱ
き
と
処
理
し
て
ゆ
く
様
子
に
感
心
し
た
。

次
に
、
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｌ
Ｙ
で
リ
ヨ
ン
市
内
の
他
の
「
法
の
店
」
を
紹
介
し
て
も
ら
い
、
そ
の
場
で
電
話
を
か
け
て
了
解
を
と
り
、
訪
問
し

た
。
あ
い
に
く
和
解
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
法
律
相
談
の
様
子
は
見
学
で
き
た
。
こ
の
「
法
の
店
」
は
全
員
地
域
住
民
に
よ
る
研
修

を
受
け
た
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
運
営
さ
れ
て
お
り
、
地
域
の
治
安
の
悪
化
を
受
け
て
、
住
民
が
何
か
で
き
な
い
か
と
始
め
た
も
の
で
あ

る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
三
）

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
の
現
地
調
査

リ
ヨ
ン
の
次
に
筆
者
が
調
査
対
象
と
し
て
選
ん
だ
都
市
は
、
筆
者
が
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
二
年
に
か
け
て
留
学
し
、
そ
の
後
も

し
ば
し
ば
訪
れ
て
い
る
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
あ
っ
た
。
調
査
時
期
は
二
〇
〇
三
年
八
月
で
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
大
審
裁
判
所
の
検
事
正
へ
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
申
し
込
ん
だ
が
ヴ
ァ
カ
ン
ス
中
で
不
在
と
断
ら
れ
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
司
法
の
家
（M

aison
de

Ju
stice

）
へ
直
接
行

く
よ
う
紹
介
さ
れ
た
た
め
、
そ
こ
で
刑
事
和
解
見
学
と
和
解
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
ま
た
、
三
月
の
リ
ヨ
ン
で
の
調
査
時

フランスの刑事和解（二・完）
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に
ボ
ナ
フ
ェ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
か
ら
紹
介
を
受
け
た
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
被
害
者

支
援
組
織
「
Ａ
Ｉ
Ｖ(A

ide
au

x
V

ictim
es)

de
G

ren
oble

」
所
長
ダ
ニ

エ
ル
・
ジ
ュ
リ
オ
ン(D

an
iel

JU
L

L
IO

N
)

氏
を
訪
問
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
と
資
料
収
集
を
行
っ
た
。

１

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
司
法
の
家

最
初
に
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
司
法
の
家
に
お
け
る
刑
事
和
解
に
つ
い
て
、
表

９
に
掲
げ
る
。

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
司
法
の
家
で
は
、
二
日
間
に
わ
た
り
、
女
性
の
和
解
人

(M
édiateu

r)

カ
メ
レ(K

A
M

E
R

E
R

)

氏
の
行
う
刑
事
和
解
を
見
学
し
た
。

刑
事
示
談
は
司
法
の
家
で
は
な
く
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
大
審
裁
判
所
で
行
わ
れ
て

い
る
が
、
訪
問
し
た
時
期
は
ヴ
ァ
カ
ン
ス
中
で
行
わ
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と

だ
っ
た
。
見
学
し
た
事
件
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
一
件
目
は
、
中
年
の
元

恋
人
同
士
の
男
性
と
女
性
の
関
係
す
る
事
件
で
、
別
れ
話
の
口
論
か
ら
女
性

が
激
怒
し
、
男
性
の
乗
用
車
の
窓
ガ
ラ
ス
を
割
り
、
器
物
損
壊
罪
で
男
性
に

告
訴
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
女
性
は
故
意
で
割
っ
た
の
で
は
な
い

と
主
張
し
、
男
性
が
反
論
し
た
。
女
性
は
、
過
失
の
損
壊
の
場
合
保
険
で
賠

償
金
が
下
り
る
の
で
保
険
金
請
求
を
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
警
察

に
告
訴
し
た
男
性
は
悪
意
だ
と
主
張
し
た
。
男
性
側
は
、
保
険
金
を
請
求
す

表９ 「グルノーブル司法の家」における刑事和解（２００２年
（２６）
）

犯 罪 類 型 処 理 期 間

１ヶ月
以下

１～３
ヶ月

３ヶ月
以上

和解
和解事
項遵守

経過観
察

暴 行 ５５７ ８６８ ２４７ ３２０ ９６６ ６７８ ２２２

損 壊 ２３４

脅 迫 ２０７

保護責任者
遺棄

１７２

DV １９４

財 産 犯 １３３

わ い せ つ １９

そ の 他

合 計 １，６４７

１３１

論 説
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れ
ば
保
険
料
が
上
が
り
、
そ
れ
を
被
害
者
で
あ
る
男
性
が
負
担
す
る
の
は
お
か
し
い
と
主
張
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
女
性
が
過
去
に

男
性
に
金
銭
を
貸
し
て
返
し
て
も
ら
っ
て
い
な
い
等
の
話
を
持
ち
出
し
、
和
解
人
と
筆
者
の
前
で
声
を
荒
げ
て
怒
鳴
り
あ
う
有
様
で
あ

っ
た
。
和
解
人
の
カ
メ
レ
氏
は
、
事
件
と
関
係
の
な
い
話
を
し
な
い
よ
う
加
害
者
に
注
意
し
た
り
、
双
方
を
な
だ
め
た
り
し
つ
つ
何
と

か
妥
協
点
を
探
ろ
う
と
し
た
が
、
双
方
と
も
感
情
的
な
た
め
合
意
は
困
難
で
、
和
解
不
成
立
に
終
っ
た
。

第
二
の
事
件
は
、
水
道
修
理
の
依
頼
を
受
け
た
男
性
が
あ
る
家
庭
に
行
き
故
障
箇
所
を
修
理
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
家
の
基
礎
的

工
事
が
ず
さ
ん
だ
っ
た
た
め
修
理
は
不
可
能
と
告
げ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
家
の
主
人
で
あ
る
若
い
（
三
〇
代
と
思
わ
れ
る
）
男
性
が
激
怒

し
口
論
と
な
っ
た
。
水
道
業
者
の
男
性
が
怒
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
家
の
男
性
は
門
を
閉
め
て
敷
地
内
か
ら
出
さ
ず
、
警

察
に
電
話
し
て
「
侮
辱
罪
」
で
告
訴
し
た
か
ら
待
て
と
言
っ
た
た
め
、
水
道
業
者
の
男
性
は
益
々
怒
り
、
家
の
外
に
飛
び
出
し
て
追
っ

て
き
た
男
性
を
威
嚇
す
る
た
め
に
持
っ
て
い
た
ス
パ
ナ
を
振
り
か
ざ
し
て
に
ら
み
合
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
到
着
し
た
警
察
官
に
傷
害
未

遂
の
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
っ
た
。
水
道
業
者
の
男
性
は
興
奮
し
や
す
い
性
格
ら
し
く
、
被
害
者
の
男
性
が
状
況
を

説
明
し
て
い
る
間
黙
っ
て
聞
く
こ
と
が
で
き
ず
、
し
ば
し
ば
口
を
は
さ
ん
で
カ
メ
レ
氏
か
ら
注
意
さ
れ
て
い
た
が
、「
ず
さ
ん
な
工
事

は
私
の
責
任
で
は
な
く
、
口
論
に
う
ん
ざ
り
し
て
帰
ろ
う
と
し
た
私
を
相
手
が
引
き
止
め
さ
え
し
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
事
態
に
は
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
私
こ
そ
監
禁
罪
の
被
害
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
主
張
は
も
っ
と
も
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
た
。
他
方
で
、
被
害
者
側
の
男
性
は
終
始
冷
静
で
物
静
か
に
話
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
瞳
は
背
筋
が
寒
く
な
る
ほ
ど
冷
た

く
、
加
害
者
側
が
提
出
し
た
そ
の
男
性
の
家
に
仕
事
で
入
っ
た
こ
と
の
あ
る
様
々
な
業
者
の
手
紙
を
カ
メ
レ
氏
が
音
読
す
る
の
を
聞
い

た
が
、「
こ
の
よ
う
に
冷
酷
で
残
忍
な
性
格
の
男
性
に
は
会
っ
た
事
が
な
い
」
と
い
う
も
の
が
数
通
あ
り
、
む
し
ろ
被
害
者
側
の
男
性

の
方
が
常
に
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
問
題
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
カ
メ
レ
氏
が
こ
の
男
性
に
具
体
的
被
害
も
特
に
な
く
、
和

解
が
で
き
な
い
か
と
勧
め
る
の
だ
が
、「
私
は
加
害
者
に
対
す
る
厳
罰
を
望
む
」
と
繰
り
返
す
の
み
で
合
意
は
不
可
能
で
あ
り
、
和
解

フランスの刑事和解（二・完）
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は
不
成
立
に
終
っ
た
。
当
事
者
が
部
屋
を
後
に
し
た

後
、
カ
メ
レ
氏
は
筆
者
と
同
様
の
印
象
を
被
害
者
の

男
性
に
持
っ
た
よ
う
で
、「
こ
の
事
件
は
ど
ち
ら
が

被
害
者
か
わ
か
り
ま
せ
ん
ね
」
と
言
わ
れ
た
。

２

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
被
害
者
支
援
組
織

翌
日
は
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
被
害
者
支
援
組
織
「
Ａ

Ｉ
Ｖ
」
所
長
ジ
ュ
リ
オ
ン
氏
を
訪
問
し
、
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
行
っ
た
。
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
「
Ａ
Ｉ
Ｖ
」
は
、

前
述
し
た
パ
リ
の
「S

O
S

V
ictim

e

九
三
」
同
様
、

Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｅ
Ｍ
の
下
部
組
織
で
あ（
２７
）

る
。
三
月
に
訪
問

し
た
リ
ヨ
ン
の
ボ
ナ
フ
ェ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
と
ジ
ュ

リ
オ
ン
氏
は
親
し
い
友
人
同
士
と
い
う
こ
と
で
、
筆
者
の
こ
と
は
ボ
ナ
フ
ェ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
か
ら
良
く
聞
い
て
い
る
と
、
快
く
訪
問

に
応
じ
て
下
さ
っ
た
。
こ
こ
で
も
リ
ヨ
ン
の
被
害
者
支
援
協
会
同
様
、
以
前
は
検
事
局
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
事
件
に
つ
い
て
刑
事
和
解

を
行
っ
て
い
た
が
、
リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
リ
シ
ョ
ー
検
事
正
が
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
大
審
裁
判
所
検
事
局
に
在
任

中
事
件
を
協
会
に
送
ら
な
く
な
っ
て
以
来
、
Ａ
Ｉ
Ｖ
で
は
、
被
害
者
支
援
活
動
に
専
念
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、「
グ

ル
ノ
ー
ブ
ル
Ａ
Ｉ
Ｖ
」
二
〇
〇
二
年
活
動
報
告
書
よ
り
、
被
害
者
支
援
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
犯
罪
と
共
に
表
１０
に
掲
げ
る
。

ジ
ュ
リ
オ
ン
氏
に
は
、
刑
事
和
解
に
関
連
す
る
現
状
や
問
題
点
等
に
つ
い
て
自
由
に
話
し
て
い
た
だ
い
た
。
彼
は
、
リ
ヨ
ン
の
ボ
ナ

フ
ェ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
と
同
様
、
和
解
協
会
の
初
期
の
創
設
者
の
一
人
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
最
初
に
司
法
の
家
が
創
設
さ
れ
た
の
は

表１０ グルノーブル被害者支援組織「AIV」

における被害者支援（２００２年
（２８）
）

２００２年

１，５２１

２，６１９

４２

２００

３９０

６３

６

７９

８５

１９０

５２

６１

７

３２５

事 件 数

受け入れ人数（人）

殺人（関連犯罪・以下同様）

強姦・強制わいせつ

傷 害

過 失 致 死

保護責任者遺棄

脅 迫

その他の人身犯罪

窃盗、盗品犯罪

毀 棄 罪

背信罪・詐欺罪

カード犯罪

交 通 事 故

論 説

（阪大法学）５４（３―４４）６８８〔２００４．９〕



リ
ヨ
ン
と
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
の
間
の
街
ヴ
ァ
ラ
ン
ス(V

alen
ce)

で
あ
る
こ
と
、
そ
の
後
パ
リ
、
リ
ヨ
ン
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
、
ス
ト
ゥ
ラ

ス
ブ
ー
ル
に
ほ
ぼ
同
時
に
で
き
た
こ
と
を
教
え
て
下
さ
っ
た
。
ジ
ュ
リ
オ
ン
氏
も
初
期
の
和
解
の
理
念
、
す
な
わ
ち
、
加
害
者
と
被
害

者
と
い
う
区
別
で
は
な
く
、
ト
ラ
ブ
ル
の
双
方
当
事
者
と
い
う
立
場
で
、
刑
罰
で
は
な
く
話
し
合
い
（
正
に
和
解
）
に
よ
っ
て
平
和
的

に
問
題
解
決
を
図
る
と
い
う
理
想
を
熱
く
語
っ
た
上
で
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
事
和
解
の
大
部
分
が
裁
判
所
又
は
そ
の
付
属

機
関
で
あ
る
「
司
法
の
家
」
内
に
て
行
わ
れ
、
か
つ
刑
事
和
解
は
む
し
ろ
減
少
し
、
被
疑
者
に
よ
り
不
利
な
刑
事
示
談
に
よ
る
事
件
処

理
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
最
近
の
傾
向
を
批
判
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
三
年
一
月
四
日
の
刑
事
訴
訟
法
改
正
（
刑
事
和
解

の
法
的
導
入
）
以
来
、
刑
事
和
解
の
司
法
化
が
行
わ
れ
、
一
九
九
九
年
六
月
二
三
日
の
刑
事
訴
訟
法
改
正
（
刑
事
示
談
の
法
的
導
入
）

以
来
、
初
期
の
刑
事
和
解
の
精
神
は
全
く
失
わ
れ
た
と
残
念
そ
う
に
話
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
、
パ
リ
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
裁
判
所

（
検
事
局
）
と
協
会
間
の
対
立
・
確
執
が
顕
著
に
感
じ
ら
れ
た
。

刑
事
和
解
を
行
え
な
く
な
っ
た
現
在
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
Ａ
Ｉ
Ｖ
が
力
を
入
れ
て
い
る
活
動
は
、
一
）
市
民
の
法
律
ア
ク
セ
ス
の
促
進
、

二
）
社
会
和
解
、
三
）
犯
罪
予
防
、
四
）
被
害
者
支
援
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
三
）
犯
罪
予
防
は
、
自
治
体
の
安
全
委
員
会
と

連
絡
を
取
り
協
議
し
た
り
、
学
校
内
の
犯
罪
予
防
教
育
に
力
を
入
れ
、
協
会
か
ら
出
張
講
義
を
し
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
（
国
語
）
や
歴

史
の
教
師
に
犯
罪
予
防
教
育
が
で
き
る
よ
う
研
修
を
行
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
二
〇
〇
三
年
二
月
に
法
律
が
改
正
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
「
近
隣
判
事(Ju

ge
de

P
roxim

ité)

」
制
度
に
つ
い
て
質

問
し
た
と
こ
ろ
、
最
初
に
以
下
の
よ
う
な
一
般
的
な
説
明
を
受
け
た
。
す
な
わ
ち
、
近
隣
判
事
は
、
三
五
歳
以
上
の
非
職
業
的
裁
判
官

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
裁
判
官
）
で
、
法
学
士
の
資
格
を
持
ち
、
四
年
以
上
の
法
律（
２９
）

家
と
し
て
の
経
験
お
よ
び
六
ヶ
月
の
研
修
を
得
た
者
に

資
格
が
付
与
さ
れ
る
。
扱
う
事
件
は
民
事
の
軽
微
な
紛
争
や
刑
事
の
違
警
罪
事
件
で
、
紛
争
や
犯
罪
の
増
加
に
職
業
裁
判
官
の
増
加
が

追
い
つ
か
な
い
た
め
の
苦
肉
の
策
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
全
国
で
ま
ず
七
〇
〇
〇
人
の
近
隣
判
事
が
募
集
さ
れ
、
研
修
体
制
が
整
い

フランスの刑事和解（二・完）
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つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
次
に
、
協
会
の
活
動
へ
の
影
響
を
聞
く
と
、
上
記

四
つ
の
Ａ
Ｉ
Ｖ
の
活
動
と
は
特
に
重
な
ら
ず
、
Ａ
Ｉ
Ｖ
の
職
員
に
も
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

の
た
め
に
近
隣
判
事
を
目
指
す
者
も
い
て
、
制
度
の
創
設
に
反
対
は
し
な
い
と
の
立
場

で
あ
っ
た
。

（
四
）

ボ
ル
ド
ー
で
の
現
地
調
査

フ
ラ
ン
ス
で
の
現
地
調
査
の
最
後
に
筆
者
が
調
査
対
象
と
し
て
選
ん
だ
都
市
は
、
フ

ラ
ン
ス
第
七
の
人
口
を
も
つ
西
南
地
方
の
代
表
的
都
市
ボ
ル
ド
ー
で
あ
っ
た
。
ボ
ル
ド

ー
は
、
リ
ヨ
ン
と
並
び
、
フ
ラ
ン
ス
で
最
初
に
和
解
を
開
始
し
た
先
駆
的
な
地
域
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
聞
き
、
調
査
対
象
と
し
て
パ
リ
、
リ
ヨ
ン
と
並
ぶ
重
要
都
市
で
あ
る

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
調
査
時
期
は
二
〇
〇
三
年
八
月
で
、
ボ
ル
ド
ー
大
審
裁
判
所

の
プ
レ(P

O
U

L
E

T
)

検
事
局
副
局
長
他
複
数
の
検
事
正
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
及
び
資

料
収
集
、
同
裁
判
所
で
の
刑
事
和
解
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
ボ
ル
ド
ー
司
法
監
視
お

よ
び
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー(A

ssociation
R

éadaptation
S

ociale
et

C
on

trole

Ju
diciaire=A

R
E

S
C

J)

で
の
和
解
見
学
、
少
年
和
解
を
行
う
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｏ
協
会
（
ボ

ル
ド
ー
和
解
セ
ン
タ
ー
）
所
長
（
兼
少
年
賠
償
課
長
）
ジ
ュ
ネ(G

E
N

E
T

)

氏
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
及
び
資
料
収
集
を
行
っ
た
。

表１１ 「ボルドー大審裁判所」等における刑事和解（２００３年８月まで
（３０）
）

レスパール

（郊外）

４

６

６

４

１２

１３

１

４６

アルカッション

（郊外）

１４

１４

６

７

８

６

０

５５

司法の家

５０

３６

４７

３３

３１

４９

３６

２８２

大審裁判所

３０８

２４２

２９６

３４７

２１０

３１４

１１２

１，８２９

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

５ 月

６ 月

７～８月

合 計
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１

ボ
ル
ド
ー
大
審
裁
判
所

最
初
に
、
ボ
ル
ド
ー
大
審
裁
判
所
や
司
法
の
家
に
お
け
る
二
〇
〇
三
年
八
月
ま
で
の
刑
事
和
解
処
理
件
数
を
表
１１
に
掲
げ
る
。
ち
な

み
に
、
二
〇
〇
二
年
度
の
総
取
扱
件
数
は
、
二
九
五
一
件
で
あ
っ
た
。
な
お
、
ボ
ル
ド
ー
で
は
、
刑
事
示
談
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
い
と

い
う
話
で
あ
っ
た
（
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
地
方
に
よ
っ
て
制
度
の
普
及
率
に
相
違
が
あ
る
点
が
、
日
本
と
異
な
る
）。

ボ
ル
ド
ー
大
審
裁
判
所
で
は
、
午
前
中
プ
レ(P

O
U

L
E

T
)

検
事
局
副
局
長
他
複
数
の
検
事
正
と
面
会
し
、
最
初
に
即
時
出
頭

(C
om

paru
tion

Im
édiate)

事
件
、
す
な
わ
ち
逮
捕
さ
れ
、
警
察
留
置
場
か
ら
検
察
官
に
送
致
さ
れ
た
被
疑
者
を
取
調
べ
、
起
訴
後
、

午
後
に
は
軽
罪
裁
判
所
で
即
決
裁
判
を
行
う
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
迅
速
手
続
を
見
学
し
た
。
被
疑
者
は
ア
フ
リ
カ
人
の
男
性
で
、

二
日
前
の
朝
に
窃
盗
罪
の
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
、
一
週
間
後
に
裁
判
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
条
件
に
釈
放
さ
れ
た
が
、
そ
の
夜
再
び
車

上
狙
い
の
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
プ
レ
検
事
正
は
、「
一
度
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
た
の
に
全
く
反
省
せ
ず
、
再
犯

を
行
っ
た
こ
と
は
重
大
」
と
厳
し
い
態
度
で
臨
み
、
そ
の
場
で
起
訴
、
軽
罪
裁
判
所
へ
の
移
送
を
指
示
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
パ
リ
の
ボ
ビ
ニ
ー
裁
判
所
で
も
見
学
し
た
検
事
局
の
電
話
に
よ
る
事
件
受
理
の
様
子
を
見
学
し
た
。
ボ
ル
ド
ー
各
地
の
警

察
署
か
ら
間
断
な
く
か
か
る
電
話
を
受
け
、
即
時
出
頭
、
刑
事
和
解
、
予
審
開
始
等
の
処
理
を
即
座
に
決
定
し
て
ゆ
く
様
子
に
、
起
訴

前
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
捜
査
せ
ず
、
公
判
で
事
件
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
、
日
本
の
精
密
司
法
と
の
違
い
を
実

感
し
た
。

午
後
は
、
ヴ
ァ
カ
ン
ス
中
で
刑
事
和
解
は
行
わ
れ
な
い
た
め
、
和
解
人
二
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。
最
初
の
和
解
人
は
パ
リ
や
リ

ヨ
ン
と
同
様
、
退
職
警
察
官
の
ラ
タ
ス
ト(L

A
T

A
S

T
E

)

氏
で
、
一
九
九
九
年
か
ら
和
解
人
を
務
め
て
い
る
と
い
う
。
取
り
扱
い
事

件
で
多
い
の
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
に
よ
る
暴
力
、
薬
物
中
毒
、
軽
微
窃
盗
、
家
庭
内
暴
力
、
性
的
侵
害
、
交
通
犯
罪
等
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
半
日
で
平
均
一
〇
事
件
を
処
理
し
、
一
件
に
か
か
る
時
間
は
、
平
均
三
〇
〜
四
五
分
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き

フランスの刑事和解（二・完）
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施
策
と
し
て
、
二
年
前
か
ら
犯
罪
被
害
者
専
用
の
病
院
を
開
設
し
、
警
察
か
ら
直
接
被
害
者
が
送
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
い
る

と
の
こ
と
で
、
例
え
ば
性
的
被
害
に
あ
っ
た
被
害
者
を
診
察
し
、
一
件
書
類(P

rocès-verbal)

用
の
診
断
書
を
書
く
専
門
の
医
師
を

一
〇
人
確
保
し
て
い
る
と
の
話
で
あ
っ
た
。

二
人
目
は
、
女
性
の
和
解
人
フ
ル
ー
リ
ー(F

L
E

U
R

Y
)

氏
で
、
今
ま
で
お
会
い
し
た
和
解
人
と
は
経
歴
が
異
な
り
、
ボ
ル
ド
ー
市

を
含
む
ジ
ロ
ン
ド
県
庁
不
正
競
争
防
止
、
消
費
者
保
護
お
よ
び
詐
欺
的
商
行
為
処
罰
課(D

irection
région

al
de

la
con

cu
rren

ce,

de
la

con
som

ation
,

et
de

la
représsion

de
frau

de)

の
公
務
員
と
し
て
長
く
経
済
犯
罪
に
関
わ
っ
た
経
験
を
持
ち
、
退
職
後

は
、
経
済
犯
罪
関
係
専
門
の
刑
事
和
解
を
扱
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
週
一
回
半
日
で
平
均
六
〜
七
件
を
処
理
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。取

り
扱
う
事
件
の
例
と
し
て
、
食
品
輸
送
に
伴
う
不
正
事
件
（
過
剰
積
載
等
）、
公
衆
衛
生
規
則
違
反
事
件
の
他
、
県
庁
工
業
、
研

究
及
び
環
境
課(D

irection
région

al
de

l’In
du

strie,
de

la
rech

erch
e,

et
de

l’en
viron

n
rm

en
t)

と
の
連
携
に
よ
り
、
化
学

物
質
や
発
火
物
質
を
扱
う
業
者
に
対
す
る
監
視
や
指
導
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
建
築
基
準
法
違
反
事
件
、
税
法
違
反
事
件
、

倒
産
事
件
、
労
働
法
違
反
事
件
、
年
金
等
不
正
受
給
事
件
等
、
専
門
的
知
識
が
要
求
さ
れ
る
事
件
は
、
す
べ
て
フ
ル
ー
リ
ー
氏
へ
送
ら

れ
て
く
る
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
専
門
的
な
和
解
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
他
の
都
市
で
は
行
な
え
な
か
っ
た
の
で
、

大
変
興
味
深
か
っ
た
。

２

ボ
ル
ド
ー
司
法
監
視
お
よ
び
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー

翌
日
は
、
市
中
心
部
に
あ
る
ボ
ル
ド
ー
司
法
監
視
お
よ
び
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー(

Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｊ)

を
訪
問
し
た
。
こ
こ
は
、
他
の

都
市
の
協
会
と
異
な
り
、
司
法
の
家
や
裁
判
所
内
で
は
な
く
、
協
会
内
で
刑
事
和
解
を
行
な
っ
て
い
る
他
、
そ
の
名
称
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
日
本
の
保
護
観
察
所
と
同
様
の
機
能
を
担
っ
て
お
り
、
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｊ
系
の
「
市
民
と
司
法
」(C

itoyen
s

et
Ju

stice)

グ
ル

論 説
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ー
プ
に
属
し
て
い
る
。
一
九
八
四
年
の
創
設
直
後
か
ら
刑
事
和
解
を
行
な
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
最
も
早
く
刑

事
和
解
を
開
始
し
た
協
会
の
一
つ
と
言
え
る
。
表
１２
に
最
近
四
年
間
の
刑
事
和
解
の
処
理
件
数
を
、
表
１３
に
二
〇

〇
二
年
の
刑
事
和
解
で
処
理
さ
れ
た
犯
罪
の
内
訳
を
掲
げ
る
。

こ
こ
で
は
、
和
解
人
の
二
人
の
女
性
（
シ
ル
ビ
ー
・
ブ
ス
さ
ん
と
ロ
ラ
ン
ス
・
ボ
ナ
コ
ル
タ
さ
ん
）（
三
〇
歳

代
と
思
わ
れ
る
）
の
行
な
う
刑
事
和
解
を
見
学
し
た
。
ヴ
ァ
カ
ン
ス
中
の
た
め
、
事
件
は
、
学
生
同
士
の
街
中
で

の
喧
嘩
に
よ
り
、
乗
用
車
を
傷
つ
け
ら
れ
た
女
子
学
生
が
加
害
者
の
男
子
学
生
を
告
訴
し
た
事
件
一
件
の
み
で
あ

っ
た
。
双
方
と
も
当
時
酒
に
酔
っ
て
い
た
ら
し
く
、
現
在
冷
静
に
な
っ
て
み
る
と
、
加
害
者
も
被
害
者
も
自
分
の

言
動
を
反
省
し
て
い
た
。
当
事
者
が
学
生
同
士
と
い
う
こ
と
で
相
互
理
解
も
容
易
で
、
加
害
者
が
損
害
賠
償
を
す

る
こ
と
を
約
束
し
、
和
解
が
成
立
し
た
。

礼
を
述
べ
て
の
帰
り
際
、
ブ
ス
さ
ん
と
ボ
ナ
コ
ル
タ
さ
ん
は
、

「
今
日
の
よ
う
な
事
件
は
正
に
和
解
手
続
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
容
易
な
事
件
ば
か
り
で
は
な
い
」
と
話
さ

れ
て
い
た
。

３

ボ
ル
ド
ー
和
解
セ
ン
タ
ー

ボ
ル
ド
ー
で
の
調
査
の
最
後
は
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｏ
協
会
（
ボ
ル

ド
ー
和
解
セ
ン
タ
ー
）
所
長
（
兼
少
年
賠
償
課
長
）
ジ
ュ
ネ

(G
E

N
E

T
)

氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
っ
た
（
場
所
は
、
筆

者
の
便
宜
を
考
慮
し
て
い
た
だ
き
、
ボ
ル
ド
ー
大
審
裁
判
所
内

表１２ 「ボルドー司法監視および社会復帰センター」における刑事和解

（１９９９年～２００２年
（３１）
）

表１３ 「ボルドー司法監視および社会

復帰センター」における刑事和

解（犯罪別・２００２年
（３２）
）

２００２年

６２０

２００１年

８９８

２０００年

８９０

１９９９年

１，１５０刑 事 和 解

２００２年

７０６

２８９

１０５

１２０

１８３

９

事 件 数

傷 害

盗、盗品犯罪

毀 棄 罪

家 庭 内 暴 力

そ の 他

フランスの刑事和解（二・完）
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で
行
っ
た
）。

Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｏ
協
会
は
、
軽
微
犯
罪
へ
の
対

応
と
再
犯
防
止
を
目
的
と
し
て
お
り
、
特
に

少
年
賠
償
手
続
（
少
年
和
解
）
に
力
を
入
れ

て
い
る
協
会
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
に
創
設

さ
れ
、
現
在
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
二
五
施
設
と

七
五
〇
人
の
職
員
を
抱
え
て
い
る
。
成
人
の

刑
事
和
解
と
少
年
賠
償
手
続
（
少
年
和
解
）

と
の
異
同
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
ジ
ュ
ネ

(G
E

N
E

T
)

氏
か
ら
、
表
１４
に
掲
げ
る
表
配

布
と
明
快
な
説
明
を
受
け
た
。

こ
の
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
成
人
の

刑
事
和
解
は
、
起
訴
代
替
手
続
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
、
被
害
の
迅
速
な
回
復
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
る
が
、
少
年
賠
償
手
続
は
、
あ

く
ま
で
少
年
へ
の
教
育
効
果
に
重
点
が
置
か

れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
少
年
犯
罪
の
被
害
者

に
も
理
解
を
求
め
、
大
方
の
理
解
は
得
ら
れ

表１４ 成人刑事和解と少年賠償手続（少年和解）との異同

少年賠償手続（Réaration péale）

少年犯罪者のための教育的施策

少年

あらゆる刑法上の犯罪

１．再犯防止

２．社会平和の回復

３．損害の回復

少年犯罪に関する一九四五年のオ

ルドナンス第１２／１条

検事局又は裁判所

刑事手続のすべての段階

―法的義務の遵守要求

―被害者または地域のために行な

われる加害少年による奉仕活動

―少年に対する様々な教育

犯罪の自認 少年と親権者との面

会可能性 少年と親権者との対話

可能性

教育手段の期間による（約六ヶ

月）

刑事和解 (Méiationion péale)

被害者の告訴状提出後に行なう双

方当事者間の和解手続

成人及び少年

損害を惹起した刑法上の犯罪

１．損害の回復

２．社会平和の回復

３．再犯防止

刑事訴訟法第四一条

検事局

起訴前のみ

当事者間の和解 損害賠償

犯罪の自認 双方当事者の面会可

能性

損害回復時期による

定 義

対 象 者

対 象 犯 罪

目 的

法 的 根 拠

決 定 主 体

関 与 時 期

手段・処分

実 施 条 件

実 施 期 間

論 説
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て
い
る
と
の
話
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
全
国
で
年
間
一
万
五
千
人
の
少
年
犯
罪
者
の
処
分
が
行
な
わ
れ
る
う
ち
の
七
〇
〇
人
が
Ｐ
Ｒ
Ａ

Ｄ
Ｏ
で
取
り
扱
わ
れ
る
と
の
こ
と
で
、
約
八
〇
％
は
教
育
効
果
が
見
ら
れ
、
成
功
し
て
い
る
と
の
話
で
あ
っ
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
少
年

賠
償
手
続
導
入
は
、
少
年
犯
罪
の
増
加
と
共
に
、
従
来
の
保
護
思
想
を
脱
し
、
少
年
に
も
責
任
感
を
持
た
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
世
論
に

対
し
、
厳
罰
化
と
い
う
方
向
で
は
な
く
、
犯
罪
少
年
と
被
害
者
の
対
話
を
促
し
、
時
間
を
か
け
て
少
年
に
自
分
の
行
な
っ
た
行
為
の
意

味
を
自
覚
さ
せ
、
奉
仕
活
動
等
に
よ
り
責
任
を
と
ら
せ
る
一
方
で
、
家
族
に
も
自
覚
を
促
し
、
被
害
者
も
少
年
と
の
対
話
を
通
じ
て
処

罰
感
情
の
緩
和
を
図
る
と
い
う
方
向
を
呈
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
は
、
日
本
の
状
況
に
も
大
変
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ

た
。

五

お
わ
り
に

以
上
、
平
成
一
四
年
度
か
ら
一
五
年
度
に
か
け
て
の
二
年
間
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
を
受
け
た
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
事
和

解
の
研
究
」
の
内
容
を
、
刑
事
和
解
の
定
義
、
法
的
根
拠
、
運
用
状
況
（
三
回
四
都
市
に
わ
た
る
現
地
調
査
結
果
）
を
中
心
に
紹
介
し

た
。こ

の
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
「
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
和
解
」
を
め
ぐ
る
筆
者
の
理
解
に
つ
い
て
、
最
後
に
も
う
一
度
簡
単
に
ま
と
め
て
お

く
。（

一
）「
刑
事
和
解(m

édiation
pén

ale)

」
と
い
う
言
葉
は
様
々
な
場
面
で
多
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
定
義
は
一
律
で
は
な
い
。
フ

ラ
ン
ス
の
首
都
パ
リ
で
は
、
前
述
し
た
五
種
類
の
起
訴
代
替
手
続(L

es
m

esu
res

altern
atives

au
x

pou
rsu

ites

（
３３
）

)

す
べ
て
を
総

括
し
て
刑
事
和
解
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
広
義
の
刑
事
和
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
リ
ヨ
ン
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
、
ボ
ル

ド
ー
の
地
方
三
都
市
で
は
、
そ
の
う
ち
の
四
種
類
を
除
い
た
狭
義
の
刑
事
和
解
の
み
を
刑
事
和
解
と
呼
ん
で
お
り
、
他
の
四
種
類
、
特

フランスの刑事和解（二・完）
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に
一
九
九
九
年
六
月
二
三
日
の
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
刑
事
示
談
な
ど
は
、
本
来
の
刑
事
和
解
の
精
神
か
ら
か
け
離
れ
た
従
来
の

刑
事
手
続
の
延
長
上
の
単
な
る
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
と
関
係
者
の
多
く
は
批
判
し
て
い
る
。

（
二
）
一
九
八
〇
年
代
半
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
部
地
域
（
特
に
リ
ヨ
ン
、
ボ
ル
ド
ー
）
の
研
究
者
や
各
種
協
会(association

)

関

係
者
に
よ
っ
て
自
発
的
に
開
始
さ
れ
た
「
刑
事
和
解
」
の
理
念
は
、
国
家
と
犯
罪
者
の
関
係
を
中
心
と
す
る
刑
事
手
続
の
中
で
忘
れ
ら

れ
た
存
在
で
あ
っ
た
被
害
者
に
光
を
当
て
、
ま
た
従
来
の
刑
事
罰
の
み
で
は
犯
罪
者
の
真
の
社
会
復
帰
も
望
め
な
い
と
の
考
え
か
ら
、

刑
事
手
続
を
国
家
の
独
占
か
ら
再
び
私
人
（
地
域
社
会
）
の
関
与
を
許
す
手
続
へ
と
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
と
加
害
者
の

対
話
・
和
解
を
通
し
た
真
の
問
題
解
決
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
（
修
復
的
司
法
）。
そ
の
背
景
に
は
、
一
九
六
八
年
パ
リ
革
命
以
降

世
界
中
に
波
及
し
た
学
生
運
動
に
も
起
源
を
持
ち
、
一
九
八
〇
年
代
の
社
会
党
（
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
）
政
権
下
で
勢
力
を
伸
ば
し
た

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
的
左
派
（
進
歩
派
）
に
属
す
る
研
究
者
・
運
動
家
の
活
躍
が
あ
っ（
３４
）

た
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
刑
事
和
解

の
法
律
化
が
進
み
、
そ
れ
は
同
時
に
、
保
守
政
権
（
シ
ラ
ク
大
統
領
）
へ
の
転
換
及
び
司
法
当
局
に
よ
る
刑
事
和
解
の
権
限
を
取
り
戻

す
動
き
（
各
裁
判
所
付
属
機
関
で
あ
る
司
法
の
家
�
和
解
所
の
創
設
）
と
重
な
っ
た
。
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
司
法
当
局
側
（
法

律
家
又
は
退
職
警
察
官
等
）
と
地
方
の
研
究
者
・
各
種
協
会(association

)

関
係
者
間
に
刑
事
和
解
を
め
ぐ
る
根
強
い
見
解
の
相
違
、

確
執
が
存
在
す
る
背
景
に
は
、
こ
れ
ら
の
政
治
的
対
立
が
存
在
す
る
。

（
三
）
上
記
（
二
）
と
も
関
係
す
る
が
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
全
刑
事
手
続
に
占
め
る
刑
事
和
解
の
件
数
は
、
全
国
的
に
横
ば

い
（
地
方
に
よ
っ
て
は
減
少
）
傾
向
を
示
し
、
代
わ
り
に
一
九
九
九
年
六
月
二
三
日
の
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
刑
事
示
談

(com
position

pén
ale)

件
数
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
日
本
の
略
式
命
令
類
似
の
制
度
で
あ
る
刑
事
示
談
は
、
犯
罪
被
害
者
と
加

害
者
の
対
話
と
い
う
本
来
の
刑
事
和
解
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
二
年
九
月
九
日
の
法
律
以
降
、
刑
事
示
談
の
適
用
範
囲
は

拡
大
さ
れ
、
そ
の
事
実
が
第
一
前
科
簿
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
刑
事
和
解
本
来
の
理
念
に
忠
実
な
実
施
を
求
め

論 説
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る
リ
ベ
ラ
ル
派
の
研
究
者
・
各
種
協
会(association

)

関
係
者
は
批
判
を
強
め
て
い
る
が
、
こ
の
傾
向
は
今
後
益
々
顕
著
に
な
っ
て

ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
全
体
の
都
市
化
、
移
民
・
外
国
人
増
加
と
文
化
的
葛
藤
の
増

大
及
び
一
世
に
続
く
世
代
の
非
行
化
、
貧
富
の
差
の
拡
大
、（
行
き
過
ぎ
た
自
由
主
義
と
い
う
よ
り
は
、
世
界
的
傾
向
で
あ
る
過
度
の

商
業
主
義
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
）
古
典
的
な
倫
理
観
の
崩
壊
等
、
自
浄
機
能
の
低
下
に
よ
り
、
全
犯
罪
数
が
増
加
し
、
軽
微
な
犯
罪

を
起
訴
・
公
判
と
い
う
正
規
の
刑
事
手
続
に
乗
せ
る
余
裕
が
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
今
後
も
留
ま
る
と
は
思
え
な
い
。

他
方
で
、
社
会
の
保
守
化
傾
向
に
伴
い
、
刑
事
和
解
の
実
施
主
体
が
民
間
の
協
会
か
ら
公
的
な
司
法
当
局
へ
移
り
、
か
つ
そ
の
内
容
も
、

対
話
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
司
法
当
局
に
よ
る
一
方
的
な
処
分
の
提
案
（
拒
否
す
れ
ば
起
訴
が
待
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
被
疑

者
に
と
っ
て
は
ほ
ぼ
選
択
の
余
地
の
な
い
厳
し
い
も
の
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
迅
速
な
手
続
は
、
最
近
の
「
近
隣
判
事
」

（（Ju
ge

de
proxim

ité)

の
創
設
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
今
後
益
々
推
進
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
四
）
以
上
の
考
察
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
刑
事
和
解
導
入
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
実
際
の
刑
事
和
解
を
見
学
し
、
上
記
（
三
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
刑
事
和
解
導
入
の
一
因
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
社
会

全
体
の
自
浄
機
能
の
低
下
を
示
す
近
隣
同
士
の
騒
音
を
め
ぐ
る
争
い
か
ら
発
展
し
た
暴
力
事
件
、
公
共
交
通
機
関
の
無
賃
乗
車
や
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
デ
パ
ー
ト
で
の
万
引
き
、
中
学
・
高
校
生
の
み
な
ら
ず
小
学
生
に
も
広
が
る
薬
物
汚
染
、
暴
力
、
都
市
や
郊
外
で

頻
発
す
る
建
造
物
損
壊
等
の
犯
罪
に
多
く
接
し
た
が
、
日
本
で
は
ま
だ
こ
こ
ま
で
進
ん
で
い
な
い
し
、
今
後
も
直
ち
に
増
加
す
る
と
は

思
え
な
い
。
し
か
も
、
日
本
で
は
も
と
も
と
警
察
段
階
で
の
微
罪
処
分
、
検
察
官
の
多
大
な
起
訴
裁
量
、
被
害
者
と
の
示
談
制
度
、
略

式
命
令
な
ど
が
存
在
し
、
軽
微
な
犯
罪
を
正
式
な
手
続
に
乗
せ
る
前
に
迅
速
に
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の

よ
う
に
軽
微
犯
罪
処
理
の
た
め
に
新
た
な
制
度
を
導
入
す
る
必
要
性
に
乏
し
い
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
刑
事
和
解
の
導
入
に
際
し
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
が
、
現
在
そ

フランスの刑事和解（二・完）
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の
影
響
は
減
少
し
て
お
り
、
ま
し
て
や
現
在
の
日
本
で
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
さ
ら
に
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
和
解
シ
ス
テ
ム
は
、
も
と
も
と
交
渉
を
重
視
す
る
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
民
族
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
合
致
す
る
制
度
で
、
フ
ラ

ン
ス
を
始
め
と
す
る
ラ
テ
ン
系
民
族
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
は
合
わ
ず
普
及
が
困
難
で
あ
る
と
言
う
話
を
、
リ
ヨ
ン
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
、

ボ
ル
ド
ー
の
協
会
関
係
者
か
ら
聞
い
た
が
、
筆
者
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
人
は
ラ
テ
ン
系
民
族
以
上
に
直
接
的
対
話
・
交
渉
が
苦
手
な
民

族
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
刑
事
和
解
導
入
の
可
能
性
は
、
現
時
点
で
は
か
な
り
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン

ス
に
お
い
て
刑
事
和
解
を
行
う
司
法
の
家
や
各
種
協
会
で
同
時
に
被
害
者
支
援
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
点
は
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う

し
、
司
法
改
革
が
進
展
す
る
に
つ
れ
、
民
事
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
拡
充
、
刑
事
裁
判
員
制
度
の
導
入
等
に
よ
り
、
日
本
国
民
の
司
法
参
加
に
対
す

る
積
極
性
が
増
せ
ば
、
将
来
わ
が
国
に
も
刑
事
和
解
導
入
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場

合
の
比
較
法
的
資
料
と
し
て
、
拙
稿
が
少
し
で
も
参
考
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔
追
記
〕
本
稿
は
、
平
成
一
四
〜
一
五
年
度
科
学
研
究
費
に
よ
る
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
事
和
解
の
研
究
」
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

（
１
）

教
授
の
名
前
は
、
パ
リ
第
二
大
学
の
裁
判
外
紛
争
解
決
研
究
所
（
Ｃ
Ｅ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ
�C

en
tre

d’E
tu

des
des

M
odes

A
ltern

atifs
de

R
èglem

en
t

des
C

on
flits

）
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た
一
橋
大
学
の
山
本
和
彦
教
授
に
教
え
て
い
た
だ
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し

た
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
メ
ー
ル
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
面
識
が
な
い
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
快
諾
し
て
い
た
だ
い
た
。

（
２
）

中
村
�
新
倉
�
今
関
監
訳
『
フ
ラ
ン
ス
法
律
用
語
辞
典
』（
三
省
堂
、
一
九
九
六
年
）
で
は
「
和
解
所
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で

は
直
訳
し
た
。

（
３
）

本
誌
五
四
巻
一
号
五
七
頁
参
照
。

（
４
）

Jean
-P

ierre
B

O
N

A
F

É
-S

C
H

M
IT

T

教
授
は
、
和
解
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
統
括
組
織
で
あ
るM

aster
E

u
ropéen

en

論 説
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M
édiation

の
研
究
責
任
者
で
も
あ
る
。

（
５
）

和
解
人(m

édiateu
r)

の
資
格
は
、
一
九
九
六
年
四
月
一
〇
日
の
デ
ク
レ
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
。
本
誌
五
四
巻
一
号
六
七
頁
以
下
参
照
。

（
６
）

本
誌
五
四
巻
一
号
六
五
頁
参
照
。

（
７
）

本
誌
五
四
巻
一
号
五
七
頁
参
照
。

（
８
）

H
abitation

á
loyer

m
odéré

�
低
賃
住
宅
の
略
で
、
た
い
て
い
郊
外
に
あ
る
こ
の
名
称
の
団
地
内
及
び
周
辺
が
ス
ラ
ム
化
し
、
少
年

非
行
や
犯
罪
の
温
床
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
近
隣
者
同
士
の
争
い
も
絶
え
な
い
。

（
９
）

有
賀
祥
一
・
太
田
達
也
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
事
和
解
」
捜
査
研
究
五
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六
二
頁
以
下
。

（
１０
）

有
賀
・
太
田
・
前
掲
論
文
六
四
頁
も
参
照
。

（
１１
）

Jean
-P

ierre
B

O
N

A
F

É
-S

C
H

M
IT

T
,

«L
a

m
édiation

»,
L

a
docu

m
en

tation
F

ran
çaise,

2002,
M

aster
E

u
ropéen

en

M
édiation

,«M
édiation

en
E

u
rope»,In

stitu
t

U
n

iversitaire
K

u
rt

B
ösch

,2002.

（
１２
）

M
aison

de
Ju

stice
et

du
D

roit
de

L
yon

,«R
apport

d’activité
2001»,M

in
istère

de
la

Ju
stice.

（
１３
）

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
誌
五
四
巻
一
号
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
１４
）

M
aison

de
Ju

stice
et

du
D

roit
de

L
yon

,«R
apport

d’activité
2001»

,p.21.

（
１５
）

ibid.,p.4.

（
１６
）

ibid.,p.11.

（
１７
）

ibid.,p.21.

（
１８
）

ibid.,p.30.

（
１９
）

ibid.,p.33.

（
２０
）

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
刑
事
和
解
は
被
疑
者
が
犯
行
を
認
め
て
い
る
場
合
に
の
み
行
わ
れ
る
た
め
、
被
疑
者
と
い
う
言
葉
は
使
わ
ず
、

加
害
者
と
い
う
言
葉
を
使
う
。

（
２１
）

M
aison

de
Ju

stice
et

du
D

roit
de

B
ron

,«R
apport

d’activité
2001»,C

om
ité

de
P

ilotage
du

8
M

ars
2002.

（
２２
）

ibid,p.20.

（
２３
）

ibid,p.10.
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（
２４
）

bid,p.20.

（
２５
）

bid,p.22.
（
２６
）

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
司
法
の
家
で
配
布
さ
れ
た
統
計
資
料
コ
ピ
ー
に
よ
る
。

（
２７
）

本
誌
五
四
巻
一
号
七
八
頁
以
下
参
照
。

（
２８
）

«R
apport

d’activité
A

n
n

ée
2002»,A

IV
de

G
ren

oble.

（
２９
）

フ
ラ
ン
ス
語
のJu

rist

の
訳
で
、
日
本
の
法
曹
と
は
異
な
り
、
和
解
人
や
各
種
協
会
の
職
員
経
験
等
も
「
法
律
家
」
と
し
て
の
経
験
に

含
ま
れ
る
。

（
３０
）

ボ
ル
ド
ー
大
審
裁
判
所
で
配
布
さ
れ
た
統
計
資
料
コ
ピ
ー
に
よ
る
。

（
３１
）

«R
apport

d’activité
2002»,A

.R
e.S

.C
.J.,p.13.

（
３２
）

ibid.,p.29.

（
３３
）

�
法
的
義
務
の
遵
守
要
求(L

e
rappel

des
obligation

de
la

loi,R
appel

à
la

loi)

、
�
条
件
付
不
起
訴(L

es
classem

en
ts

sou
s

con
dition

)

、
�
刑
事
示
談(com

position
pén

ale)

、
�
少
年
賠
償
又
は
支
援
手
続(L

a
m

esu
re

ou
l’activité

d’aide
ou

de

réparation
,réparation

des
m

in
eu

rs)
、
�
刑
事
和
解(m

édiation
pén

ale)

の
五
種
類
で
あ
る
。
詳
細
は
、
本
誌
五
四
巻
一
号
五
九

〜
六
二
頁
参
照
。

（
３４
）

リ
ヨ
ン
第
二
大
学
人
間
科
学
研
究
所
の
ボ
ナ
フ
ェ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
被
害
者
支
援
組
織
所
長
ダ
ニ
エ
ル
・
ジ
ュ
リ
オ

ン
氏
の
両
者
が
指
摘
し
た
政
治
的
背
景
で
あ
る
。
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